
 

 

２０２４年３月１５日 

フィットネス会員の皆さまへ 

フィッタ高陽 

店長 廣兼 達也 

 

≪第５報≫プールエリアのご利用制限に関するお知らせ 

 

拝啓 平素よりフィッタ高陽をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

２月５日に発生いたしました、２５ｍプールの天井が一部落下する事案につきまして会員の皆様

には大変ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。 

プールエリアのご利用制限期間中における対応につきまして下記の通りご案内いたします。会員

の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げ

ます。 

敬具 

記 

 

■ 営業再開日について 

 現在のところ２０２４年７月からを予定しております。 

 

■ フィッタ他店舗、他施設のご利用について 

 ・ご契約の会員プラン内でフィッタ他店舗のジム、プール、スパエリアがご利用いただけます。 

 ・安佐北区スポーツセンターのプール施設をご利用いただけます。フィッタフロントにて利用券

を配布しております。なお、１回の配布枚数には制限がございます。 

 ・休会中の会員様は対象外とさせていただきます。 

 

■ 特別休会措置について 

 休会を希望される会員様におかれましては、休会費１，１００円（税込）にて営業再開月までの

特別休会措置を適用させていただきます。ご希望の会員様におかれましては、マイページまたは窓

口にてお申し出ください。 

 

会員の皆様には長期にわたり多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります

ようお願い申し上げます。営業再開月が決定いたしましたら改めてご案内申し上げます。なお、休

会や退会、ご利用方法でのご不明な点やご相談がございましたらスタッフまでお申し付けください。 

 

以上 


